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1１．はじめに

◼ 長期脱炭素電源オークションの2026年度の開催に向けて、国の審議会において引き続き検討が
行われており、今後とりまとめが予定されている。

◼ 長期脱炭素電源オークションの募集要綱の案についても、国の審議会における検討内容を反映して、
意見募集を行っていくことを予定している。

（このあと、国の審議会の中間とりまとめ案に関する意見募集と並行して、募集要綱の案についても意見募集を行
うことを予定している）

◼ 本日は、今年度の「長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度:2026年度）」の案、およ
び「長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款」の案について、主なポイントの報告を行う。



2（参考）今回の意見募集対象文書（1/2）

◼ 今回は、2026年度長期脱炭素電源オークションに向けて「長期脱炭素電源オークション募集要綱」と
「長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款」が意見募集の対象となる。 赤枠：今回の意見募集の対象

メインとの整合を最
終確認

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2：対象実需給年度毎に公表 ※3：対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

容量市場
募集要綱
※1※2

容量市場
業務

マニュアル
※1※2

容量確保
契約書
※1※3

公表済

2024～29年度向け 公表済• メインオークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定

• メインオークションおよび追加オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契
約金額その他の契約条件を規定

• 算定諸元（容量停止計画、発電計画・発電上限等）の登録・アセスメント結果の確認手続き等
について記載

• 余力活用契約・給電申合書等の締結、電源等情報の追加登録等について記載

• 電源等差替の手順、提出書類等について記載

• 電源等リストの登録・実効性テストの手順、提出書類等について記載

• 容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載

• 参加登録申請の手順、提出書類等について記載
• メインオークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～29年度向け 公表済

• 追加オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定 2024～27年度向け 公表済

2023～25年度応札 公表済
• 長期脱炭素電源オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等
を規定

公表済
• 長期脱炭素電源オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額そ
の他の契約条件を規定

2024～28年度向け 公表済

• ペナルティ・容量確保契約金額、支払通知書・請求書の確認手続等について記載

• 容量拠出金（仮算定含む）、還元額、追加請求額の確認、支払手続き等について記載

2024～26年度向け 公表済

容量確保契約約款

実需給期間中 リクワイアメント対応
(安定電源)(変動電源(単独))

(変動電源(アグリ))
(発動指令電源)編

実需給前に実施すべき業務
（全般）編

電源等差替編

実効性テスト編

容量停止計画の調整業務編

参加登録・応札・容量確保
契約書契約締結編

容量市場メインオークション
募集要綱

容量市場追加オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
容量確保契約約款

メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

実需給期間中 ペナルティ・ 
容量確保契約金額対応編

容量拠出金対応編

2024～25年度向け
2026年度以降※3向け 公表済

2024～28年度向け 公表済

2024～27年度向け
2028年度以降※3向け 公表済



3（参考）今回の意見募集対象文書（2/2）

容量市場
業務マニュアル
※1※2

• 参加登録申請の手順、提出書類等について記載
• 追加オークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～27年度向け
公表済

容量市場
システム

マニュアル※3
• 容量市場システムのログイン方法や入力方法、画面等、操作方法等について記載 公表済

• 長期脱炭素電源オークションの参加登録や応札等について記載

• 長期脱炭素電源オークションのペナルティ・容量確保契約金額対応について記載

2023～25年度応札
公表済

公表済

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

長
期
脱
炭
素
電
源
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

事業者情報・電源等情報登録
期待容量登録・応札・契約
電源等差替・実効性テスト

・容量停止計画・
アセスメント・ペナルティ・

容量確保契約金額・支払・請求 編

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

※1：初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2：対象実需給年度毎に公表 ※3：対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

電源等差替・市場退出・契約の変更
・登録情報の変更業務編

• 長期脱炭素電源オークションの電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務につい 
て記載

実需給期間前から発生する
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間前から発生するリクワイアメント対応について記載
• （別冊）容量停止計画の調整業務では、容量停止計画の提出・作業調整手順等について記載

ペナルティ・
容量確保契約金額対応編

実需給期間中
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間中のリクワイアメント対応について記載

容量拠出金対応編 • 長期脱炭素電源オークションの容量拠出金対応について記載

意見募集実施予定



4２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①主な変更箇所（1/3）

募集要綱<上段>・約款<下段>の反映箇所主な反映事項

◼水素・アンモニア
➢参加要件として、低炭素水素等の事前審査を求める。
（脱炭素化ロードマップにおいても低炭素水素等による達成を求める）

➢実需給のリクワイアメントにおいて、低炭素水素等の燃料で発電したことを確認する。
（CI値の基準を混焼率リクワイアメントへ反映）

リクワイアメントおよび用語の定義に反映

募集対象（電源等要件）に追加

◼洋上風力
➢ FIT/FIP案件は固定費2重回収とならないよう参加対象外としているところ、過去選定
の海洋再エネ整備法の公募案件のうち（第2・第3ラウンドのみ）、ゼロプレミアム案
件※に限り参加可能とする
※ バランシングコスト相当分のFIP交付金を放棄、公募占用計画における供給価格を

0円/kWhに変更

◼再エネに対する規律
➢風力について廃棄等費用の積立てを求める
（FIT/FIP制度の整理を適用し、海洋再エネ整備法の公募案件は対象外）

ー

募集対象（電源等要件）に追加

容量確保契約金額の支払に反映

その他に反映

項目 制度検討作業部会・電力安定供給WGのこれまでの議論（一例）

水素・アンモニア
・CCS

参加要件として、低炭素水素等の事前審査を求める
（脱炭素化ロードマップにおいても低炭素水素等による達成を求める）
加えて、実需給のリクワイアメントにおいて、低炭素水素等の燃料で発電したことを確認する
（CI値の基準を混焼率リクワイアメントへ反映）

応札時に価格競争において、物価補正後の支払額が高い案件の落札を防止※するため、インフレ
継続の影響試算額を反映する
応札価格に織り込んだ一部可変費について、調達国のCPI等によって事後的に物価補正を行うことになるが、応
札時の価格競争においてはインフレが考慮されないため、結果的に制度適用期間に支払われる額の高い案件が
落札する可能性がある

蓄電池
経済安保法の認定を受けているメーカーが製造するセルを使用する案件を優先的に約定する
（蓄電池の安定供給確保のため、サプライチェーン強靭化の取組みを行っているメーカが製造する
蓄電池を導入していくことが必要）

洋上風力
FIT/FIP案件は固定費2重回収とならないよう参加対象外としているところ、過去選定の海洋再エ
ネ整備法の公募案件のうち（第2・第3ラウンドのみ）、ゼロプレミアム案件※に限り参加可能とする
バランシングコスト相当分のFIP交付金を放棄、公募占有計画における供給価格を0円/kWhに変更

再エネに対する規律
風力について廃棄等費用の積立てを求める
（FIT/FIP制度の整理を適用し、海洋再エネ整備利用法の公募案件は対象外）

制度適用期間
現行の「20年以上」から、「20年以上40年以下」として上限を設定する
（資本コストの割合が過剰になることを防止）

◼LNG専焼火力の募集量 
➢電力需要の増加想定等を踏まえ、第4回から第10回までの7回分で合計3,900～

5,500万kWを募集することとし、各回で550万～800万kW程度の募集枠を設ける。
➢足元では、早期の投資決定や事業着手の観点から、第４回では600万kWとする。
※脱炭素電源の募集量については、今後、国の審議会で議論 ー

募集量に反映 今回、初



5２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①主な変更箇所（2/3）

募集要綱<上段>・約款<下段>の反映箇所主な反映事項

◼供給力提供開始期限
➢ LNG専焼火力について、中長期的に募集枠を設定していく場合、メーカーのリソースが
ひっ迫するおそれがあり、8年から11年（環境アセス済みの場合7年）に変更。

➢ LDESについて、タービンを回して発電を行う技術であることから、火力と同様の建設期
間が必要であるため、4年から7年に変更（環境アセス済みの火力と同様）。

リクワイアメントに反映

ー

今回、初

◼上限価格
➢ LNG専焼火力について、LNG基地の整備が必要な案件の上限価格と、不要な案件
の上限価格を別々に設定する。

➢一般水力・揚水(新設)・LDES・原子力について、上限価格の諸元のコストを1.5倍
から2倍に引き上げ、算定を行う。（古いプラントのデータを基に、建設工事費デフレー
ターで物価補正し上限価格を算定しているが、建設費の実態の上昇幅はそれ以上で
あるため）

※ 全電源の資本コストを引上げ、電源種の供給力提供開始期限ごとに4.5%～
6.5%として算定している。なお、LNG専焼火力とLDESについては、供給力提供開
始期限の変更に伴い、資本コストが引上げとなっている

※ 再エネについては、今後、国の審議会で議論 ー

上限価格に反映

◼制度適用期間
➢現行の「20年以上」から、「20年以上40年以下」として上限を設定する。
（資本コストの割合が過剰になることを防止）

➢そのうえで、諸元の２倍等により上限価格を引上げる、「一般水力・揚水(新設)・
LDES・原子力」と「LNG専焼火力」については、上限を30年に短縮する。

ー

募集内容に反映

今回、初

今回、初（下段のみ）

6/18 間島
細かくて恐縮ですが、LNG専焼火力の方も短縮する理由を
記載しますでしょうか。
⇒「上限価格を引き上げる」をLNGにもかけているつもりでし
た（水力等は諸元２倍、LNGはWACC１％アップ等で理
由は違いますが）。WACCの話を省略しているので上限価
格のところに補足しておきます。併せてLDES追記。（6/21
横谷）

◼資本コスト
➢応札価格に算入できる資本コストは、電源種毎の供給力提供開始期限の長さによっ
て、電源種毎に4～6％に設定しているところ、LNG専焼火力とLDESについては、上
記変更を受けて、LNG専焼火力は6％（アセス済・不要は5％）、LDESは5％に変
更する

➢そのうえで全電源の資本コストについて、ベースとなるWACC５％を算定した際の金利
0.98%から至近で約0.5%上昇していることを踏まえ、ベースを5.5％とし、電源種毎
に4.5～6.5％とする。



6２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
①主な変更箇所（3/3）

募集要綱<上段>・約款<下段>の反映箇所主な反映事項

◼調整不調電源に適用する容量確保契約金額の減額の扱い
➢調整不調電源に科される容量確保契約金額の減額について、経済的ペナルティに扱
いを変更する。
（調整不調電源となった電源と、調整不調でない電源において、その後に生じる経済
的ペナルティの扱いが異なる仕組みとなっていたことから、両者について一定の平仄を合
わせるため）

容量確保契約金額の算定およびペナルティに
反映

ー メインと共通

6/18 間島
資本コストのベースWACC5.5%化（固定値5%から応札年
度ごとの変数化）は細かいので、省略でしょうか。
（CCSの応札容量の見直しは細かいので、省略で異存なし）
⇒資本コストと相対契約の規律は、ガイドラインへの反映のみ
なので、落とそうかなと（6/21横谷）

◼約定方法
➢水素・アンモニア・CCSについて、応札時の価格競争において、物価補正後の支払額
が高い案件の落札を防止※するため、インフレ継続の影響試算額を反映する。
※ 応札価格に織り込んだ一部可変費について、調達国のCPI等によって事後的に物
価補正を行うことになるが、応札時の価格競争においてはインフレが考慮されないた
め、結果的に制度適用期間に支払われる額の高い案件が落札する可能性がある

➢ リチウムイオン蓄電池について、経済安保法の認定を受けているメーカーが製造するセ
ルを使用する案件を優先的に約定する。
（蓄電池の安定供給確保のため、サプライチェーン強靭化の取組みを行っているメー
カーが製造する蓄電池を導入していくことが必要）
※ これに伴い、第３回オークションで導入したセル製造国30%制限ルールは、リチウム
イオン蓄電池については適用しない ー

落札電源の決定方法に反映
※水素・アンモニア・CCSは、応札方法も反映
※リチウムイオン蓄電池は、蓄電池に係る事業計画
も反映

提出書類にも反映か

6/18 間島
細かくて恐縮ですが、正しくは、リチウムイオン蓄電池でしょう
か。
リチウム以外は認定がないので、認定が受けられるリチウムの
みが対象となる意図であれば、ご放念ください。
⇒助かります。修正済み（6/21横谷）

◼相対契約の規律
➢複数電源セットでの卸売り（落札電源を、非落札電源や休廃止電源とセットで別々
の価格で卸売り）する場合、落札電源の利益を他の電源に不当に利益を付け替えて、
意図的に還付逃れすることを防止する観点で、電取委の監視方法について整理。

※メインオークションと同様



7

第113回 制度検討作業部会
資料（2026年4月3日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（水素・アンモニア）
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第113回 制度検討作業部会
資料（2026年4月3日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（水素・アンモニア）
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第109回 制度検討作業部会
資料（2025年12月12日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（洋上風力）



10

第113回 制度検討作業部会
資料（2026年4月3日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（再エネに対する規律）



11２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（LNG専焼火力の募集量）

第2回 電力安定供給WG
資料（2026年6月5日）より



12２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（供給力提供開始期限_LNG専焼火力）

第2回 電力安定供給WG
資料（2026年6月5日）より



13２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（供給力提供開始期限_LDES）

第2回 電力安定供給WG
資料（2026年6月5日）より



14２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（上限価格）

第3回 電力安定供給WG
資料（2026年6月23日）より



15２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（上限価格）

第3回 電力安定供給WG
資料（2026年6月23日）より



16２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（制度適用期間）

第3回 電力安定供給WG
資料（2026年6月23日）より



17

第113回 制度検討作業部会
資料（2026年4月3日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（約定処理_水素・アンモニア・CCS）



18

第113回 制度検討作業部会
資料（2026年4月3日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（約定処理_水素・アンモニア・CCS）



19

第112回 制度検討作業部会
資料（2026年3月4日）より

２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②国の審議会における検討資料より（約定処理_蓄電池）



20２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
②容量市場の在り方等に関する検討会資料より（調整不調電源）

第73回容量市場の在り方等に関する検討会
資料より(2026.5.27)



21２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（５） 参加登録した事業者が登録可能な電源等

（略）

①脱炭素電源

（略）

【募集要綱】 第3章 募集概要（水素・アンモニア、洋上風力）

（５） 参加登録した事業者が登録可能な電源等

（略）

①脱炭素電源

（略）

※7：水素・アンモニアの燃料種については、CI値(Carbon
Intensity：炭素集約度)が、3.4kg-CO2e/kg-H2以下となる低炭
素水素、0.87kg-CO2e/kg-NH3以下となる低炭素アンモニアを対
象とします。

（略）

※18：海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律
（以下「海洋再エネ整備法」という。）に基づく洋上風力発電
事業における第2ラウンド及び第3ラウンドにおける電源のうち、
プレミアム発生の可能性を完全に排除するために、公募占用計
画における供給価格を0円/kWhに変更し、本オークションの参加
登録までに、FIP制度の全支援期間にわたりバランシングコスト
相当分のFIP交付金の受領を放棄した電源（以下「洋上風力ゼロ
プレミアム電源」という。）は本オークションの対象として認
めます。

6/29 間島
要綱・約款案の記載を見直したため、修正

（５） 参加登録した事業者が登録可能な電源等

（略）

①脱炭素電源

（略）

※7：水素・アンモニアの燃料種については、CI値(Carbon
Intensity：炭素集約度)が、水素で3.4kg-CO2e/kg-H2以下、ア
ンモニアで0.87kg-CO2e/kg-NH3以下となる低炭素水素・低炭素
アンモニアを対象とします。

（略）

※18：海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律
（以下「海洋再エネ整備法」という。）に基づく洋上風力発電
事業における第2ラウンド及び第3ラウンドにおける電源のうち、
プレミアム発生の可能性を完全に排除するために、公募占用計
画における供給価格を0円/kWhに変更し、本オークションの参加
登録までに、FIP制度の全支援期間にわたりバランシングコスト
相当分のFIP交付金の受領を放棄した電源（以下「洋上風力ゼロ
プレミアム電源」という。）は本オークションの対象として認
めます。



22２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

第19条 対象実需給年度のリクワイアメント
（４）脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料※1を使用する電源（バイオマスの新設・リプ
レースを除く。）は、契約容量に含まれる脱炭素燃料部分
※2の容量における当該脱炭素燃料による年間の混焼率が、
年間最低混焼率を達成すること※3。

（記載なし）

【約款】 第3章 権利及び義務（水素・アンモニア）

第19条 対象実需給年度のリクワイアメント
（４）脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料※1を使用する電源（バイオマスの新設・リプレースを
除く。）は、契約容量に含まれる脱炭素燃料部分※2の容量におけ
る当該脱炭素燃料による年間の混焼率が、年間最低混焼率を達成
すること。ただし、応札年度が2026年度以降の水素・アンモニア
を燃料とする電源については、水素社会推進法に基づくCI値の要
件を満たした水素・アンモニアで発電した混焼率を達成すること
を求めます。なお、CI値達成率の詳細な算定方法は、資源エネル
ギー庁ホームページに従うものとします。
（略）

＜変更前＞ ＜変更後＞

【約款】 別添 用語の定義（水素・アンモニア）

CI値：
水素・アンモニアの1キログラム当たりの製造に伴い排出されるキ
ログラムで表した二酸化炭素の量（その製造等に伴って二酸化炭
素以外の温室効果ガス（地球温暖化対策の推進に関する法律（平
成十年法律第百十七号）第二条第三項に規定する温室効果ガスを
いう。以下同じ。）が排出される場合には、当該二酸化炭素の量
に、当該二酸化炭素以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガス
の地球温暖化係数（地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第
五項に規定する地球温暖化係数をいう。）を乗じて得た量を加え
た量とする。）。を指す。なお、脱炭素燃料の混焼率の達成のリ
クワイアメントで求めるCI値は、第三者機関による確認を受け、
水素等供給事業者の低炭素水素等の供給の促進に関する判断の基
準となるべき事項（令和６年経済産業省告示第174号）第四の一に
規定される方法により算定した値であること

修正中

第19条 対象実需給年度のリクワイアメント
（４）脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料※1を使用する電源（バイオマスの新設・リプレースを
除く。）は、契約容量に含まれる脱炭素燃料部分※2の容量におけ
る当該脱炭素燃料による年間の混焼率が、年間最低混焼率を達成
すること。ただし、応札年度が2026年度以降の水素・アンモニア
を燃料とする電源については、水素社会推進法に基づくCI値※3の
要件を満たした水素・アンモニアで発電した混焼率を達成するこ
とを求めます。

（略）

6/29 間島
要綱・約款案の記載を見直したため、修正

CI値：
水素・アンモニアの1キログラム当たりの製造に伴い排出されるキ
ログラムで表した二酸化炭素の量（その製造等に伴って二酸化炭
素以外の温室効果ガス（地球温暖化対策の推進に関する法律（平
成十年法律第百十七号）第二条第三項に規定する温室効果ガスを
いう。以下同じ。）が排出される場合には、当該二酸化炭素の量
に、当該二酸化炭素以外の温室効果ガスの量に当該温室効果ガス
の地球温暖化係数（地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第
五項に規定する地球温暖化係数をいう。）を乗じて得た量を加え
た量とする。）。を指す。なお、脱炭素燃料の混焼率の達成のリ
クワイアメントで求めるCI値は、第三者機関による確認を受けた
ことものとし、水素等供給事業者の低炭素水素等の供給の促進に
関する判断の基準となるべき事項（令和６年経済産業省告示第174
号）第四の一に規定される方法により算定した値であること



23２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

第20条 対象実需給年度のアセスメント
(4)脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料を使用する電源（バイオマスの新設・リプレース除
く。）の混焼率が前条第1号(4)に定める基準以上であることを
確認します。
①水素、アンモニアを燃料とする電源の場合
・混焼率＝（A / B ×100） ％
A：契約容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における脱炭素燃
料から生じた高位発熱量
B：契約容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における全燃料か
ら生じた高位発熱量合計

【約款】 第3章 権利及び義務（水素・アンモニア）

第20条 対象実需給年度のアセスメント
(4)脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料を使用する電源（バイオマスの新設・リプレース除
く。）の混焼率が前条第1号(4)に定める基準以上であることを
確認します。
①水素、アンモニアを燃料とする電源の場合
・混焼率＝（A / B) × (C / D)※1 ×100 ％
A：契約容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における脱炭素燃
料から生じた高位発熱量
B：契約容量に含まれる脱炭素燃料部分の容量における全燃料か
ら生じた高位発熱量合計
C:水素社会推進法に基づくCI値※1の要件を満たす水素・アンモ
ニアの量
D:対象実需給年度中に取得した水素・アンモニアの量
※1：応札年度が2025年度以前の電源については、1とする。



24２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（６）太陽光発電設備の廃棄等費用は、制度適用期間終了10年
前から本機関へ積立てを開始するものとします。
積立金の額は、FIT/FIPと同様の金額水準（※）とし、月次払い
（積立金の額の1/120ずつ）で、利息は付しません。
※太陽光発電：1.0万/kW×設備容量（発電端）

【募集要綱】 第7章 契約条件（再エネに対する規律）

（６）太陽光発電設備及び風力発電設備（海洋再エネ整備法に
基づく公募案件で認定された電源を除く。）の廃棄等費用は、
制度適用期間終了10年前から本機関へ積立てを開始するものと
します。
積立金の額は、FIT/FIPと同様の金額水準（※）とし、月次払い
（積立金の額の1/120ずつ）で、利息は付しません。
※太陽光発電設備：1.0万円/kW×設備容量（発電端）
陸上風力発電設備：1.95万円/kW×設備容量（発電端）
洋上風力発電設備：

 

＜変更前＞ ＜変更後＞

第7条 各月の容量確保契約金額の支払・請求
（略）

※1：ただし、太陽光電源で落札された容量提供事業者に限り、
発電設備の廃棄等費用の外部積立金額を金額から更に減ずるこ
ととし、制度適用期間終了の10年前から本機関へ積立てを開始
するものとします。
（略）

【約款】 第2章 容量確保契約金額（再エネに対する規律）

第7条 各月の容量確保契約金額の支払・請求
（略）

※1：ただし、太陽光発電設備及び風力発電設備（海洋再生可能
エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法
律に基づく公募案件で認定された電源を除く。）で落札された
容量提供事業者に限り、発電設備の廃棄等費用の外部積立金額
を金額から更に減ずることとし、制度適用期間終了の10年前か
ら本機関へ積立てを開始するものとします。
（略）

 6/18 間島
風力の積立て額は、施工費×70%というのが、7/14WG
資料に出る予定なので、6/30時点ではブランクのままと思わ
れる。

今後、国の審議会で具体的に議論

（６）太陽光発電設備及び風力発電設備（海洋再エネ整備法に
基づく公募案件で認定された電源を除く。）の廃棄等費用は、
制度適用期間終了10年前から本機関へ積立てを開始するものと
します。
積立金の額は、FIT/FIPと同様の金額水準（※）とし、月次払い
（積立金の額の1/120ずつ）で、利息は付しません。
※太陽光発電：1.0万/kW×設備容量（発電端）
陸上風力：
洋上風力：

 

第7条 各月の容量確保契約金額の支払・請求
（略）

※1：ただし、太陽光発電設備及び風力発電設備（海洋再生可能
エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法
律に基づく公募案件で認定された電源を除く。）で落札された
容量提供事業者に限り、発電設備の廃棄等費用の外部積立金額
を金額から更に減ずることとし、制度適用期間終了の10年前か
ら本機関へ積立てを開始するものとします。
（略）

 

今後、国の審議会で具体的に議論

6/29 間島
要綱・約款案の記載を見直したため、修正



25２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（１） 募集量
ア 本オークションにおける脱炭素電源（以下「脱炭素電源」

という。）の募集量は500万キロワット（kW）になります。
※脱炭素電源の募集量500 万kWのうち、脱炭素火力（新
設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若しくはアン
モニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素混
焼、アンモニア専焼、アンモニア混焼若しくは CCS 付火
力）は50万kW（※1）、揚水式水力（新設を除く。）・蓄
電池（リチウムイオン蓄電池に限る。）は合計で40万kW
（※2）、揚水式水力（新設に限る。）・蓄電池（リチウ
ムイオン蓄電池以外の蓄電池に限る。）・長期エネル
ギー貯蔵システムは合計で40万kW 、既設の原子力電源の
安全対策投資は150万kWを募集量の上限とします。

※1：新設・リプレースの脱炭素部分の容量と既設火力の改
修の脱炭素部分の容量の累計

※2：蓄電池（リチウムイオン蓄電池に限る。） について、 
日本を除くセル製造国・地域の1国・地域当たりの蓄電池
（リチウムイオン蓄電池に限る。）の落札容量は、蓄電
池（リチウムイオン蓄電池に限る。）の全ての落札容量
の30%未満とします。また、蓄電池（リチウムイオン蓄電
池以外の蓄電池に限る。）について、日本を除くセル製
造国・地域の1国・地域当たりの蓄電池（リチウムイオン
蓄電池以外の蓄電池に限る。）の落札容量は、蓄電池
（リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池に限る。）の全て
の落札容量の30%未満とします。

イ LNG専焼火力の募集量は2,929,036kWになります。

【募集要綱】 第3章 募集概要（募集量および募集上限）

（１）募集量
ア 本オークションにおける脱炭素電源（以下「脱炭素電源」

という。）の募集量は●●●万キロワット（kW）になりま
す。

（略）

イ LNG専焼火力の募集量は600万kWになります。

今後、国の審議会で具体的に議論



26２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

第13条 制度適用期間前のリクワイアメント
電源種ごとの供給力提供開始期限

【約款】 第3章 権利及び義務（供給力提供開始期限）

第13条 制度適用期間前のリクワイアメント
電源種ごとの供給力提供開始期限

電源種 供給力提供開始期限※1※2※3

太陽光
5年（法・条例アセス済の場合：3年）後の日が属する年

度の末日

風力、地熱
8年（法・条例アセス済の場合：4年）後の日が属する年

度の末日

水力
（揚水式を含

む。）

12年（法・条例アセス済の場合：8年）後の日が属する
年度の末日

多目的ダム併設型についてはダム建設の遅れを別途考慮

バイオマス専焼、
水素混焼のLNG、
水素専焼、アン
モニア専焼、既
設火力の改修
（水素・アンモ
ニア混焼・専焼 、
バイオマス専焼、
CCS付火力）

11年（法・条例アセス済・不要の場合：7年）後の日が
属する年度の末日

原子力
17年（法・条例アセス済の場合：12年）後の日が

属する年度の末日
蓄電池 4年後の日が属する年度の末日

長期エネルギー
貯蔵システム

【応札年度:2026年度】7年後の日が属する年度の末日
【応札年度:2025年度】4年後の日が属する年度の末日

LNG専焼火力

【応札年度:2026年度】11年（法・条例アセス済・不要
の場合：7年）後の日が属する年度の末日

【応札年度:2024～2025年度】8年後の日が属する年度の
末日

【応札年度:2023年度】6年後の日が属する年度の末日

電源種 供給力提供開始期限※1※2

太陽光
5年（法・条例アセス済の場合：3年）後の日が属する年

度の末日

風力、地熱
8年（法・条例アセス済の場合：4年）後の日が属する年

度の末日

水力
（揚水式を含

む。）

12年（法・条例アセス済の場合：8年）後の日が属する
年度の末日

多目的ダム併設型についてはダム建設の遅れを別途考慮

バイオマス専焼、
水素混焼のLNG、
水素専焼、アン
モニア専焼、既
設火力の改修
（水素・アンモ
ニア混焼・専焼 、
バイオマス専焼、
CCS付火力）

11年（法・条例アセス済・不要の場合：7年）後の日が
属する年度の末日

原子力
17年（法・条例アセス済の場合：12年）後の日が

属する年度の末日
蓄電池、長期エ
ネルギー貯蔵シ

ステム
4年後の日が属する年度の末日

LNG専焼火力 6年後の日が属する年度の末日

※附則に、応札年度2024～2025年度は8年後である旨を記載



27２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（６）上限価格
ア 新設・リプレース等の大規模投資

【募集要綱】 第3章 募集概要（上限価格）

（６）上限価格
ア 新設・リプレース等の大規模投資

電源種 新設の上限価格 リプレース等の上限価格
太陽光
陸上風力
洋上風力
水力
（揚水式除く）

192,739円/kW/年 83,778円/kW/年

水力
（揚水式）

200,000円/kW/年
70,675～74,417円/kW/年

（※2）
蓄電池 70,675～74,417円/kW/年（※2）
長期エネルギー
貯蔵システム

200,000円/kW/年

地熱

バイオマス
原子力
（既設の原子力
電源の安全対策
投資を含む。）

193,810円/kW/年

火力
（水素10%以上
混焼）

132,666 円/kW/年

火力
（水素専焼）

739,104円/kW/年

火力
（アンモニア専
焼）

289,200円/kW/年

LNG専焼火力
LNG基地の整備が必要な場合（※5）：92,068円/kW/年

LNG基地の整備が不要な場合：65,284円/kW/年

電源種 新設の上限価格 リプレース等の上限価格
太陽光 93,712～200,000円/kW/年（※2）
陸上風力 89,178～197,120円/kW/年（※2）
洋上風力 180,655～200,000円/kW/年（※2）
水力
（揚水式除く）

118,812円/kW/年 54,974円/kW/年

水力
（揚水式）

116,393円/kW/年 76,205～80,657円/kW/年（※2）

蓄電池 76,205～80,657円/kW/年（※2）
長期エネルギー
貯蔵システム

116,393円/kW/年

地熱 126,236円/kW/年

全設備更新型（※3）：
97,104円/kW/年

地下設備流用型（※4）：
58,262円/kW/年

バイオマス 100,000円/kW/年
原子力
（既設の原子力電
源の安全対策投資
を含む。）

135,602円/kW/年

火力
（水素10%以上混
焼）

134,414 円/kW/年
価格差に着目した支援制度の適用を希望する場合、

可変費を除いた部分は89,424円/kW/年

火力
（水素専焼）

795,735円/kW/年
価格差に着目した支援制度の適用を希望する場合、

可変費を除いた部分は345,825円/kW/年
火力
（アンモニア専
焼）

303,129円/kW/年
価格差に着目した支援制度の適用を希望する場合、

可変費を除いた部分は102,583円/kW/年
LNG専焼火力 55,242円/kW/年

今後、国の審議会で具体的に議論

今後、国の審議会で具体的に議論



28２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（６）上限価格
イ 既設火力の改修

【募集要綱】 第3章 募集概要（上限価格）

（６）上限価格
イ 既設火力の改修

電源種 上限価格
水素10%以上の混焼又は専焼にする
ための改修

703,352円/kW/年

アンモニア20%以上の混焼又は専焼
にするための改修

353,563円/kW/年

バイオマス専焼にするため
の改修

既設石炭部分を20%以上のCCS付き
にするための改修

324,582円/kW/年

既設LNG部分を20%以上のCCS付きに
するための改修

114,926円/kW/年

電源種 上限価格

水素10%以上の混焼又は専焼にする
ための改修

762,865円/kW/年
価格差に着目した支援制度の適
用を希望する場合、可変費を除

いた部分は
312,955円/kW/年

アンモニア20%以上の混焼又は専焼
にするための改修

378,807円/kW/年
価格差に着目した支援制度の適
用を希望する場合、可変費を除

いた部分は
79,293円/kW/年

バイオマス専焼にするための改修 100,000円/kW/年
既設石炭部分を20%以上のCCS付き
にするための改修

343,799円/kW/年

既設LNG部分を20%以上のCCS付きに
するための改修

137,939円/kW/年

今後、国の審議会で具体的に議論



29２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

２．募集内容
（２）制度適用期間
本制度で落札した電源の容量収入を得られる期間であり、供給
力提供開始年度の翌年度（供給力提供開始年度が2025年度とな
る場合は、2027年度）を始期として以降、原則20年間となりま
す。
※制度適用期間は全電源共通で20年を原則としつつ、20年より
も長期の適用期間（1年単位）を希望することも可能です。

【募集要綱】 第3章 募集概要（制度適用期間）

２．募集内容
（２）制度適用期間
本制度で落札した電源の容量収入を得られる期間であり、供給
力提供開始年度の翌年度を始期として以降、原則20年間となり
ます。
※制度適用期間は全電源共通で20年を原則としつつ、40年を上
限（※1）として、20年よりも長期の適用期間（1年単位）を希
望することも可能です。
※1：水力電源（揚水式を除く。）、揚水式水力（新設に限
る。）、長期エネルギー貯蔵システム、原子力電源、LNG専焼火
力電源は30年を上限とする。



30２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（１）脱炭素電源の落札電源の決定方法
脱炭素電源の落札電源の決定方法の基本的ルールは以下のとお
りです。
•応札価格の低い電源から昇順に募集量を満たすまで落札されま
す。
•募集量を跨ぐ電源（以下「限界電源」という。）は、募集量を
超過する容量が、不足する容量の10倍以下の場合、落札となる
判定が行われます。

（略）

【募集要綱】 第6章 落札電源及び約定価格の決定方法（約定方法）

（１）脱炭素電源の落札電源の決定方法
脱炭素電源の落札電源の決定方法の基本的ルールは以下のとお
りです。
•原則、応札価格の低い電源から昇順に募集量を満たすまで落札
されます。
•募集量を跨ぐ電源（以下「限界電源」という。）は、募集量を
超過する容量が、不足する容量の10倍以下の場合、落札となる
判定が行われます。
•物価・金利変動に伴う契約単価の補正方法として可変費の補正
を選択した新設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若しく
はアンモニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素混
焼、アンモニア専焼、アンモニア混焼若しくはCCS付火力につい
ては、「第5章 応札方法（5）」のとおり補正後の応札価格を
用いて約定処理を行います。
（略）

•揚水式水力（新設を除く。）及び認定付きリチウムイオン蓄電
池は、経済安全保障推進法に基づく供給確保計画の認定を受け
ていないメーカーが製造するセルを使用する蓄電池（以下「認
定付きではないリチウムイオン蓄電池」という。）に対して優
先的に落札されます。なお、揚水式水力（新設を除く。）及び
認定付きリチウムイオン蓄電池のすべてが落札又は非落札の判
定が行われたのち、「募集上限」を満たしてない場合に限り、
認定付きではないリチウムイオン蓄電池が落札される可能性が
あります。また、認定付きではないリチウムイオン蓄電池を含
めて同時落札条件が付与されている電源に対しても、揚水式水
力（新設を除く。）及び認定付きリチウムイオン蓄電池は優先
的に落札されます。

見直し必要

（１）脱炭素電源の落札電源の決定方法
脱炭素電源の落札電源の決定方法の基本的ルールは以下のとお
りです。
•原則、応札価格の低い電源から昇順に募集量を満たすまで落札
されます。
•募集量を跨ぐ電源（以下「限界電源」という。）は、募集量を
超過する容量が、不足する容量の10倍以下の場合、落札となる
判定が行われます。
•物価・金利変動に伴う契約単価の補正方法として可変費の補正
を選択した新設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若しく
はアンモニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素混
焼、アンモニア専焼、アンモニア混焼若しくはCCS付火力につい
ては、「第5章 応札方法（5）」のとおり補正後の応札価格を
用いて約定処理を行います。
（略）

•揚水式水力（新設を除く。）認定付きリチウムイオン蓄電池は、
経済安全保障推進法に基づく供給確保計画の認定を受けていな
いメーカーが製造するセルを使用する蓄電池（以下「認定付き
ではないリチウムイオン蓄電池」という。）に対して優先的に
落札されます。なお、揚水式水力（新設を除く。）及び認定付
きリチウムイオン蓄電池のすべてが落札または非落札の判定が
行われたのち、「募集上限」を満たしてない場合に限り、認定
付きではないリチウムイオン蓄電池が落札される可能性があり
ます。また、認定付きではないリチウムイオン蓄電池を含めて
同時落札条件が付与されている電源に対しても、揚水式水力
（新設を除く。）及び認定付きリチウムイオン蓄電池は優先的
に落札されます。

6/29 間島
要綱・約款案の記載を見直したため、修正



31２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（５） 応札価格は1円単位で登録できます。なお、応札価格に
織り込むことが認められるコストについては、長期脱炭素電源
オークションガイドラインを参照ください。

（略）

【募集要綱】 第5章 応札方法（約定方法_水素・アンモニア・CCS）

（５） 応札価格は1円単位で登録できます。なお、応札価格に
織り込むことが認められるコストについては、長期脱炭素電源
オークションガイドラインを参照してください。
ただし、新設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若しくは
アンモニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素混焼、
アンモニア専焼、アンモニア混焼若しくはCCS付火力が、物価・
金利変動に伴う契約単価の補正方法として可変費の補正を選択
している場合、「第6章第1項 落札電源の決定方法」で用いる
応札価格は、応札価格に織り込んだ資本費、運転維持費、資本
コストに加え、本要綱別紙1で定める費用項目を補正した可変費
の合計(以下「補正後の応札価格」という。)とします。

（６） 上記（５）で定める補正後の応札価格及び物価・金利変
動等に伴う契約単価の補正方法は応札の受付期間に提出してく
ださい。また、契約単価における補正方法の詳細は容量確保契
約約款別紙1「物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法」を
参照してください。なお、補正後の応札価格は別途公表する物
価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法の様式に沿って算定
してください。

6/29 間島
P30が第6章で、P31が第5章なので、入れ
替えた

（５） 応札価格は1円単位で登録できます。なお、応札価格に
織り込むことが認められるコストについては、長期脱炭素電源
オークションガイドラインを参照してください。
ただし、新設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若しくは
アンモニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素混焼、
アンモニア専焼、アンモニア混焼若しくは既設火力の改修のう
ちCCS付火力が、物価・金利変動に伴う契約単価の補正方法とし
て可変費の補正を選択している場合、「第6章第1項 落札電源
の決定方法」で用いる応札価格は、応札価格に織り込んだ資本
費、運転維持費、資本コストに加え、本要綱別紙1で定める費用
項目を補正した可変費の合計(以下「補正後の応札価格」とい
う。)とします。

（６） 上記（５）で定める補正後の応札価格及び物価・金利変
動等に伴う契約単価の補正方法は応札の受付期間に提出してく
ださい。また、契約単価における補正方法の詳細は容量確保契
約約款別紙1「物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法」を
参照してください。なお、補正後の応札価格は別途公表する物
価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法の様式に沿って算定
してください。



32２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

（記載なし）

【募集要綱】 別紙１ 補正後の応札価格における可変費の算定方法（約定方法_水素・アンモニア・CCS）

物価・金利変動に伴う契約単価の補正方法として可変費の補
正を選択した新設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若し
くはアンモニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素
混焼、アンモニア専焼、アンモニア混焼若しくはCCS付火力は、
補正後の応札価格における可変費を、以下の算定式に基づき、
過去のインフレ率が継続したと仮定して補正してください。

1.新設・リプレースのうち水素専焼、水素混焼若しくはアンモ
ニア専焼又は既設火力の改修のうち水素専焼、水素混焼、アン
モニア専焼若しくはアンモニア混焼

（１）天然ガスマーケット連動の場合
天然ガスの燃料費
＋ (水素・アンモニアの燃料費 － 天然ガスの燃料費)のうち

OPEX× {(1＋r)＋(1＋r)2＋…＋(1＋r)s}/s
＋ (水素・アンモニアの燃料費 － 天然ガスの燃料費)のうち

CAPEX
－ LNG・石炭の燃料費

（略）

r：調達国の消費者物価指数の上昇率の過去10年平均と日本の消
費者物価指数の上昇率の過去10年平均の差
s：制度適用期間の年数



33２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

【募集要綱】 様式 蓄電池に係る事業計画（約定方法_リチウムイオン蓄電池）

＜変更前＞ ＜変更後＞

２．導入予定の蓄電池のメーカー・型番
（略）

・セル

※1：複数の国・地域でセルを製造する場合は、応札する蓄電池
区分（リチウムイオン蓄電池に限る、又はリチウムイオン蓄電
池以外の蓄電池に限る）における出力比率が 最大の国・地域 
とします。最大の出力比率以外の国・地域や出力比率について 
は記載不要であり、変更も可能です 。
※2：リチウムイオンとその他種別を併せて1電源（ユニット、
号機）とする場合は、応札する蓄電池区分における出力比率が
最大となる種別を記載してください。

２．導入予定の蓄電池のメーカー・型番
（略）

・セル

※1：本オークションでは、リチウムイオンとその他種別を組み
合わること、複数のメーカーのリチウムイオンを組みあわせる
ことにより、1電源（ユニット、号機）とする場合は本制度の対
象として認めません。
※2：リチウムイオンの場合は、セルを製造する国・地域の記載
は「－」を記載すること。リチウムイオン以外の場合は、セル
を製造する国・地域は、１つの国・地域に限定すること。
※3：認定を受けているリチウムイオンの場合は「有」を、リチ
ウムイオン以外と認定を受けていないリチウムイオンは「無」
を記載すること。

記載項目
種別※2

(リチウムイオン・
レドックスフロー 等)

メーカー名
型番

セルを製造する国・地域※1

経済安全保障推進法に基づく供給
確保のための取組に関する計画の
認定有無※3

記載項目
種別※2

(リチウムイオン・
レドックスフロー 等)

メーカー名
型番

セルを製造する国・地域※1



34２．本オークション募集要綱案および約款案の主なポイント
③具体的な募集要綱・約款への反映状況

＜変更前＞ ＜変更後＞

第6条 容量確保契約金額の算定 
1.容量確保契約金額（各年）は、次の算式に基づき、契約期間
中の年度ごとに、物価・金利変動等に応じ算定された額としま
す。
ただし、具体的な算定方法は別途本機関が定める容量市場業務
マニュアルに従うものとします。

容量確保契約金額（各年）
＝ 契約単価※1※2※3 × 契約容量
 －第18条に基づき調整不調電源に科される容量確保契約金額
 の減額

【約款】 第2章 容量確保契約金額（調整不調電源）

第6条 容量確保契約金額の算定 
1.容量確保契約金額（各年）は、次の算式に基づき、制度適用
期間の年度ごとに、物価・金利変動等に応じ算定された額とし
ます。
ただし、具体的な算定方法は別途本機関が定める容量市場業務
マニュアルに従うものとします。

容量確保契約金額（各年）
＝ 契約単価※1※2※3 × 契約容量
 －第18条に基づき調整不調電源に科される容量確保契約金額
 の減額

＜変更前＞ ＜変更後＞

第18条 対象実需給年度前のペナルティ
(1)容量停止計画の調整
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量、
及び調整不調となった日数に応じて、以下の減額を適用し、対
象実需給年度の容量確保契約金額（各年）を減じます。

減額 ＝ 契約単価※1 × 契約容量 × 減額率（Ａ） 
× 調整不調日数（Ｂ）

【約款】 第3章 権利及び義務（調整不調電源）

第18条 対象実需給年度前のペナルティ
(1)調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量、
及び調整不調となった日数に応じて、以下の経済的ペナルティ
を科します。ただし、本機関が容量停止計画の調整ができな
かった事由が合理的と判断する場合や、送配電設備の停止等に
より属地一般送配電事業者と容量停止計画の調整を実施した場
合は、経済的ペナルティの対象外とする場合があります。

経済的ペナルティ＝契約単価※1 × 契約容量 × 減額率（Ａ） 
× 調整不調日数（Ｂ）



35３．今後のスケジュール
①意見募集の実施

◼ 「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度:2026年度）」と「長期脱炭素電
源オークション 容量確保契約約款」の案については、このあと国の審議会の最新状況を反映し7月
に意見募集を開始することとしたい。

◼ 意見募集でいただいたご意見を踏まえ、「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札
年度:2026年度）」と「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」を策定し公表していく。

募集要綱および約款に係るスケジュール

(本日) 本検討会における募集要綱案および約款案の提示

～ 国の審議会における議論・中間とりまとめ案の内容を反映

7月
(予定)

募集要綱案および約款案の意見募集の実施

8月 意見募集結果を踏まえた対応

9月
(予定)

募集要綱および約款の策定・公表

中間とりまとめ案のパブコメ
開始前であり、この言い回し
でいいか
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◼ 2026年度のオークションの開催については、参加登録を2026年10月頃に開始し、応札時期を
2027年1月で予定している。

◼ 各日程については確定次第公表を行い、広域機関HPや容量市場かいせつスペシャルサイト、事業者
説明会等でも発信を行っていく。

約定処理・監視期間

2027年度
2026年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

参加
登録

オーク
ション

関連
文書
・

説明会
等

募集要綱・約款

業務マニュアル類（意見募集含む）

３．今後のスケジュール
②2026年度のオークションのスケジュール概要

※ 記載の時期は確定前につき、目安

期待容量の登録
[予定]2026年12月9日~12月15日

電源等情報の登録
[予定]2026年10月19日~10月23日

応札の受付
[予定]2027年1月19日~1月26日

事業者情報の登録
[予定]2026年10月13日~10月16日

▲制度概要
説明会

[予定]2026年7月頃

意見
募集

意見募集
結果対応

▲募集要綱・約款の公表
[予定]2026年9月頃

制度詳細
説明実施

実務説明
実施

▲業務マニュアルの公表

[予定]3か月程度を目安に実施
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